
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１８７号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年９月６日 １９時４６分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港港内航路南西端 

 水島港港内航路第１号灯浮標 

 （概位 北緯３４°２６.５′ 東経１３３°４５.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第一生
せい

鷹
たか

丸、１９トン 

   ２７３－８６４６広島、渡壁船舶有限会社 

Ｂ 台船 Ｋ－７６、長さ約４５ｍ 

   なし、イワキテック株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部に塗料付着 

灯浮標 太陽電池モジュール及びマーキング装置が破損、やぐらが曲

損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、鉄板約１３５ｔを積載したＢ

船をＡ船の船尾から長さ約４０ｍのえい
．．

航索を使用してＢ船船首につ

ないだ引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成しており、下津

井瀬戸を約６.５ノット（kn）の対地速力で西進し、水島航路北口付

近を南北に航行する船舶を避けながら、倉敷市上濃地島南方沖に向け

て航行中、潮流で北に圧流され、平成２５年９月６日１９時４６分ご

ろＢ船が水島港港内航路第１号灯浮標（以下「本件灯浮標」とい

う。）付近を通過した。 

船長Ａは、本件灯浮標付近を航行中に接触を認識するような衝撃を

感じなかったが、２１時００分ごろ海上保安部の巡視艇に停船を命じ

られ、８日０６時２０分ごろ愛媛県上島町岩城港に入港してＢ船を点

検したところ、右舷船尾外板に幅約５cm、長さ約３０cm にわたって緑

の塗料が付着していることを発見した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 北西流約２.０

kn 

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、本件灯浮標の南方沖約５００ｍを西進していた



 

が、本事故当時、上濃地島南方沖にこませ網の漁船が数隻操業してい

たので、いつもより北側の水域を西進していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、上濃地島付近を西進中、本件灯浮標に接近して航行

したことから、Ｂ船が北西の潮流に圧流され、本件灯浮標と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、上濃地島付近を西進中、本件灯浮

標に接近して航行したため、Ｂ船が北西の潮流に圧流され、本件灯浮

標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故後、潮流の影響を十分に考慮して上濃地島の東側

を水島に向け、北進することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・台船などをえい
．．

航する場合は、えい
．．

航索の長さや潮流の影響を十

分に考慮し、灯浮標などに接近しないように適切に操船するこ

と。 

 


